
ジをご覧ください。
児童青少年課☎内線2712

東京都「とちょう電力プラン」 
卒FIT家庭を募集します
　都では、家庭の太陽光発電からの卒
FIT電力を含む再生可能エネルギー100
％の電力を都有施設で活用するため、卒
FIT電力を提供できる家庭からの買い取
り申し込みを募集しています。
◆買取期間　令和6年9月まで
◆買取量　5,500kWに達し次第終了
（約1,600件の家庭分）
◆買取価格　11円/kWh
◆買取事業者　出光グリーンパワー㈱
◆供給先　都立高等学校、消防庁本部
庁舎ほか

同社☎0120-267-019・ https:
//power.idemitsu.com/igp/kaitori/
tocho/へ
市内の空間放射線量測定結果
　市では、定点観測地点（6カ所）で、地
上5cm・1m地点での空間放射線量を測
定しています。11月2日に実施した測定
では、一般的な目安（毎時0.24マイクロ
シーベルト）を超える場所はありません
でした。詳しい測定結果は、市ホームペー
ジまたは市公式ツイッターからご覧くだ
さい。
環境政策課☎内線2524

国民健康保険 
「医療費のお知らせ（医療費通知）」
の発送時期が変わります
　発送時期が従来の年2回から年1回に、
記載する対象診療月も下記のとおりに
変わりました。
◆変更後の発送時期と対象診療月
令和4年2月上旬＝2年11月～3年10月
診療分
保険課☎内線2387

11月下旬に国民健康保険 
「高齢受給者証」を送付します
昭和26年11月2日～12月1日生まれ

の国民健康保険加入者
保険課☎内線2383

※11月交付分から、高齢受給者証をは
がきサイズからカードサイズへ変更しま
した。すでにはがきサイズの高齢受給
者証をお持ちの方は、次回の更新時ま
たは、紛失などによる再交付時にカード
サイズへ変更となります。
国保加入者が交通事故に遭って 
負傷した際の医療費
　交通事故や傷害事件など、第三者（加
害者）から受けた傷病による医療費は、
原則加害者が負担すべきものです。た
だし、加害者との話し合いがすぐに解
決しないなどの場合、届け出により国保
の保険証を使って治療が受けられます。
事故などに遭ったらまず警察に届け、保
険証で治療を受ける場合は保険課へ連
絡し「第三者行為による傷病届等」を提
出してください（先に加害者と示談を済
ませてしまうと、保険証が使えなくなる
場合があります）。

同課☎内線2388へ
国民健康保険の高額療養費 

（70歳以上・年間合算）
　7月31日時点で高額療養費の所得区
分が「一般」または「住民税非課税」の70
歳以上の方で、過去1年間（令和2年8月
1日～3年7月31日）の外来医療費の自己
負担額が144,000円を超えた場合、超
えた金額を申請により支給します。
市が送付する申請書に必要事項を記

入し、直接または郵送で「〒181-8555
保険課」（市役所1階9番窓口）へ
※申請書は12月以降、該当する世帯へ
送付する予定です。
同課☎内線2387

国民年金保険料の免除・ 
納付猶予申請を受け付け中
　令和3年度分（7月～令和4年6月）の申
請を受け付けています。申請時点から2
年1カ月前の月分までの未納期間につい
ても申請できます。
年金手帳、本人確認書類、退職が理

由の場合は雇用保険被保険者離職票な
どを市民課（市役所1階3番窓口）へ
同課☎内線2394、武蔵野年金事務所

☎56-1411

税　金
高圧線下にある土地の申告
　次の条件をすべて満たす土地は、申
告によって固定資産税・都市計画税が
軽減されます。
◆対象　①高圧線下または高圧ケーブ
ルが地中に埋設されている宅地、市街
化区域農地など、②東京電力㈱または
東日本旅客鉄道㈱などと土地所有者の
間で契約書、証明書またはそれに準ず
るものがある土地

令和4年1月31日㈪までに資産税課
（市役所2階28番窓口）☎内線2366へ
※すでに軽減を受けている土地について
は、申告の必要はありません。
私道非課税扱いの申告
　令和4年1月1日時点で次の条件を全
て満たす私道は、申告によって4年度以
降の固定資産税・都市計画税が非課税
扱いとなります。
◆対象　①幅員が1.8m以上、②起点、
終点が公道に接続またはそれに準じる
もの（行き止まりの私道であっても当該
道路のみによって接道している建築物
が2戸以上存在する場合は対象）、③使
用上の制約を設けず、広く不特定多数
の方が利用している、④道路の形態が
整い、道路敷地が明確である、⑤求積
図（土地の面積を測量した図面）などに
よって私道部分が特定できる

4年1月31日㈪までに資産税課（市
役所2階28番窓口）☎内線2366へ
※すでに非課税扱いを受けている私道
については、申告の必要はありません。

11月30日㈫は国民健康保険税 
（第5期）の納期です
◆納付は便利な口座振替で
納税通知書、通帳またはキャッシュカー

ド、口座届出印を納税課（市役所2階25
番窓口）、市政窓口、指定金融機関へ
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2432（納税相談）
※勤務先の健康保険に加入した場合は、
保険課または市政窓口で国民健康保険
の脱退手続きが必要です。
11月30日㈫は後期高齢者医療保
険料（第5期）の納期です
◆納付は便利な口座振替で
納税通知書、通帳またはキャッシュカー

ド、口座届出印を納税課（市役所2階25
番窓口）、市政窓口、指定金融機関へ
同課☎内線2417（口座振替）・☎内線

2432（納税相談）

お知らせ
新型コロナウイルス感染症で 
自宅療養中の方を支援しています
　自宅療養者相談支援センターでは、
東京都から支援に必要な情報の提供を
受け、自宅療養中の市民の皆さんへご
連絡しています。お困りの方はお気軽に
ご相談ください。
◆生活用品などの配達
　生活用品と3日分程度の食料品、パル
スオキシメーター（3週間の貸与）を無料
で自宅にお届けします。

電話、ファクス、電子メールで同
センター☎内線4293・ 24-7146・
jitakushien@city.mitaka.lg.jpへ

市内の子ども食堂の運営を 
応援します
　地域の子どもたちに食事や交流の場
を提供する「子ども食堂」を運営する団
体を対象に、活動を支援するための補助
金を交付します。
◆補助対象
　地域の子どもや保護者などが気軽に
立ち寄り、栄養バランスの良い食事を取
りながら相互に交流する場を市内で提
供する取り組み
※申請方法など、詳しくは市ホームペー

	 市議会定例会の予定	 議会事務局☎内線3115　

※新型コロナウイルスの影響などにより、日程を変更する場合があります。
※�本会議の開議時間は午前9時30分を予定しています。詳しくは議会事務局にお問い合
わせください。
※�請願・陳情は、議会事務局で受け付けています。第1回請願・陳情締め切りまでの提
出を希望する場合は、定例会招集前に行われる議会運営委員会の開催日（通常、定例
会第1日の3日前）までに、会派または議員にご相談ください。

◆傍聴・手話通訳の申し込み
傍聴当日に、本会議は議場（市役所3階）東側の傍聴受付、各委員会は議会事務

局へ。聴覚障がいのある方で手話通訳を希望する場合は、各開催日の1週間前ま
でに希望する日程（午前・午後）・氏名・連絡先を議会事務局 0422-45-1031へ
◆本会議などのインターネット配信
　生中継は会議開始10分前から会議が終了するまで、録画中継は会議終了か
ら24時間後（土・日曜日、祝日を除く）に、三鷹市議会ホームページ https://
www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/の 市議会中継 からご覧いただけます。

11月 30日㈫ 本会議（一般質問）
※第1回請願・陳情締め切り（午後5時まで）

12月

１日㈬ 本会議（一般質問）
2日㈭ 本会議（議案上程）
7日㈫ 本会議（議案・請願等審議）

8日㈬～10日㈮
13日㈪ 常任委員会

14日㈫ 東京外郭環状道路調査対策特別委員会
調布飛行場周辺利用及び安全対策特別委員会

15日㈬ 三鷹駅前再開発及び市庁舎等調査検討特別委
員会　※第2回請願・陳情締め切り（正午まで）

21日㈫ 本会議（議案等審議）

11 広報みたか　No.1703　2021.11.21 ●市役所電話（代表） ☎0422-45-1151 交換手に各課の内線番号をお伝えください。

※ の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）。

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
� 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

	
	
１.	行事・事業名（希望日・コー
	 ス・回）
２.	郵便番号・住所
３.	氏名（ふりがな）
４.	年齢（学年）
５.	連絡先（電話番号・	ファク
	 ス番号・メールアドレス）
６.	そのほか必要事項（保育・
	 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場　 講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）
市外局番「0422」は省略。


